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ー 建設部 下水道課課（☎ 82-2512）からのお知らせ －

下
水
道
使
用
上
の
マ
ナ
ー

　

下
水
道
は
、
何
で
も
流
せ
る
と
い
う
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。「
ち
ょ
っ
と
く
ら
い
な
ら
…
」と
い

う
軽
い
気
持
ち
が
、
下
水
道
管
の
詰
ま
り
や
下
水

処
理
場
の
機
能
低
下
に
つ
な
が
り
、
他
の
人
に
迷

惑
を
か
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
下
水
道
は
、
自

然
や
人
々
の
生
活
環
境
を
良
く
す
る
た
め
の
公
共

の
財
産
で
す
。
下
水
道
を
使
用
す
る
一
人
一
人
が
、

マ
ナ
ー
を
守
っ
て
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う
。

●
野
菜
く
ず
や
残
飯
は
流
さ
な
い

　
台
所
の
調
理
く
ず
は
、
燃
え
る
ご
み
と
し
て
捨

て
る
か
、
コ
ン
ポ
ス
ト
な
ど
で
土
に
変
え
ま
し
ょ

う
。

●
使
っ
た
油
は
燃
え
る
ご
み
へ

　

調
理
後
の
油
は
そ
の
ま
ま
排
水
口
に
流
さ
ず
、

新
聞
紙
や
布
に
染
み
込
ま
せ
る
か
、
固
め
て
燃
え

る
ご
み
と
し
て
捨
て
ま
し
ょ
う
。

●
ト
イ
レ
に
流
す
の
は
水
に
溶
け
る
紙
だ
け

　

ト
イ
レ
に
は
、
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
以
外
の

紙
・
異
物
は
流
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
（
例
…
紙
お
む
つ
、生
理
用
品
、ビ
ニ
ー
ル
、テ
ィ
ッ

　

シ
ュ
ペ
ー
パ
ー
、
フ
ェ
イ
ス
ペ
ー
パ
ー
な
ど
）

●
髪
の
毛
を
流
さ
な
い

　

毛
髪
や
石
け
ん
な
ど
の
固
形
物
は
、
目
ざ
ら
等

を
用
い
て
取
り
除
き
ま
し
ょ
う
。

●
危
険
物
は
絶
対
捨
て
な
い

　

揮
発
性
の
高
い
危
険
物
を
流
す
と
、
下
水
道
管

の
中
で
爆
発
し
た
り
、
管
を
損
傷
さ
せ
た
り
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
絶
対
に
流
さ
な
い
で
く

だ
さ
い
。

　
（
例
…
ガ
ソ
リ
ン
、
灯
油
、
薬
品
、
ア
ル
コ
ー
ル
類

　

な
ど
）

　

今
年
も
下
水
道
ま
つ
り
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

楽
し
い
催
し
や
お
い
し
い
食
べ
物
が
あ
り
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

◆
開
催
日
時

　

９
月
３
日（
日
）午
前
10
時
～
午
後
３
時

◆
開
催
場
所

　

大
滝
根
水
環
境
セ
ン
タ
ー

　
（
船
引
町
春
山
字
赤
間
田
１
５
４
―
３
）

◆
主
な
内
容

　

ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
表
彰
式
、
謎
解
き
ト
レ

　

ジ
ャ
ー
ハ
ン
タ
ー
、
マ
ン
ホ
ー
ル
落
書
き
コ
ー

　

ナ
ー
、
ロ
ー
ド
ト
レ
イ
ン
き
ら
ら
号
運
行
、“
平

　

商 

Ｍ
ａ
ｈ
ａ
ｌ
ｏ
ｈ
ａ
”フ
ラ
ダ
ン
ス
シ
ョ
ー
、 

　

マ
ジ
カ
ル
バ
ル
ル
ー
ン
Ｙ
ｅ
ｓ
シ
ョ
ー
、
ふ
く

　

し
ま
キ
ッ
ズ
マ
ン
ス
テ
ー
ジ　

な
ど

●
問
い
合
わ
せ

　

大
滝
根
水
環
境
セ
ン
タ
ー（
☎
82
―

４
３
０
５
）

　

建
設
部 

下
水
道
課

下
水
道
ま
つ
り
開
催

下
水
道
排
水
設
備
工
事

　
責
任
技
術
者
資
格
認
定
試
験

　

下
水
道
排
水
設
備
工
事
の
技
術
責
任
技
術
者
と

し
て
登
録
す
る
た
め
の
資
格
認
定
試
験
お
よ
び
受

験
講
習
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

受
験
資
格

① 

高
等
学
校
以
上
の
土
木
工
学
科
ま
た
は
そ
れ

　

に
相
当
す
る
課
程
を
修
了
し
て
卒
業
し
た
者

② 

高
等
学
校
以
上
を
卒
業
し
た
者
で
、
排
水
設

　

備
工
事
等
の
設
計
ま
た
は
施
工
に
関
し
、
受
験

　

申
込
日
時
点
で
１
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す

　

る
者

③ 

排
水
設
備
工
事
等
の
設
計
ま
た
は
施
工
に
関

　

し
、
受
験
申
込
日
時
点
で
２
年
以
上
の
実
務
経

　

験
を
有
す
る
者

④  

①
～
③
に
準
ず
る
者
と
し
て
別
に
定
め
る
者

受
験
講
習
会

　

受
付
期
限　

８
月
31
日（
木
）ま
で

　

開
催
日
時　

10
月
７
日（
土
）

　

開
催
場
所　

郡
山
ユ
ラ
ッ
ク
ス
熱
海

認
定
試
験

　

受
付
期
限　

８
月
31
日（
木
）ま
で

　

開
催
日
時　

11
月
５
日（
日
）

　

開
催
場
所　

日
本
大
学
工
学
部

申
し
込
み
先

　

建
設
部 

下
水
道
課
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▲
▶
昨
年
の
下
水
道

　
　
ま
つ
り
の
様
子

ー 市民部 市民課（☎ 82-1112）からのお知らせ －

後期高齢者医療被保険者の皆さんへ

平成２９年度の保険料をお知らせします
２８年度と同じ保険料率で計算した２９年度保険料は、８月上旬にお知らせします。

「保険料の軽減」については、一部改正があります。詳しくはお問い合わせください。

●２８・２９年度の保険料率（２年ごとに見直し）
年額保険料

限度額 57 万円
（100 円未満切り捨て）

均等割額
41,700 円

所得割額
賦課のもととなる所得金額（※ 1）× 8.19％＝ ＋

※ 1　総所得金額などから基礎控除額（33 万円）などを差し引いた額。

●保険料の軽減（２９年度改正）

同一世帯内の被保険者および世帯主の所得の合計額 軽減割合 軽減後の年額
33 万円以下で、被保険者全員が公的年金収入 80万円以下（その他の所得がない） ９割 4,170 円
33万円以下で、9割軽減の基準に該当しない 8.5 割 6,255 円
【変更前】33万円＋〔26.5 万円×被保険者の数〕以下
【変更後】33 万円＋〔27 万円×被保険者の数〕以下 5 割 20,850 円

【変更前】33万円＋〔48万円×被保険者の数〕以下
【変更後】33 万円＋〔49 万円×被保険者の数〕以下 2 割 33,360 円

≪均等割額の軽減≫

◆世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減判定の対象となります。

被保険者の所得 軽減割合
所得－ 33万円＝ 58万円以下 【変更前】５割　→　【変更後】２割

≪所得割額の軽減≫

≪被用者保険の被扶養者にかかる軽減≫
　後期高齢者医療制度へ加入する前日に、被用者保険（※2）の被扶養者だった方は、均等割が７割軽
減となり、所得割が無料となります。ただし、世帯の所得が低い方は、均等割の軽減（9 割軽減または
8.5 割軽減）を受けることができます。
※ 2　社会保険、共済保険など。

●保険料の納付場所（納付書払いの方のみ）
　市役所および各行政局、市指定金融機関、市収納代理金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局（東北６県
に限る）、コンビニエンスストア（取扱期限を経過したものは取り扱いできません。）

高額療養費の自己負担額が変わります

国民健康保険・後期高齢者医療保険の
　　　　　　　　被保険者の皆さんへ

高額療養費は、医療費が同一月内で自己負担限度額を超えた場合、超えた分が支給される制度です。
法律の改正によって、２９年８月から、７０歳以上の方の自己負担限度額が変更になります。

所得区分 外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）
現役並み
所得者

【変更前】44,400 円
【変更後】57,600 円

80,100 円＋〔医療費ー267,000 円〕×1％
（※ 4）　

一般 【変更前】12,000 円
【変更後】14,000 円（年間上限144,000円 ※3）

　　　　【変更前】44,400 円
　　　　【変更後】57,600 円（※ 4）

低所得者Ⅱ 8,000 円 24,600 円
低所得者Ⅰ 8,000 円 15,000 円

●自己負担限度額

※ 3　年間上限額は８月から翌年７月までの累計に対して適用する。
※ 4　過去１２カ月以内に４回以上該当した場合、４回目以降の限度額は 44,400 円。


